
 福祉⽤具貸与及び介護予防福祉⽤具貸与事業所 

 FIND運営規程 

 （事業の⽬的） 
 第１条 株式会社Chromaが開設するFIND（以下「事業所」という。）が⾏う福祉⽤具貸与及び介護 
 予防福祉⽤具貸与の事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するために⼈員及び管理運営 
 に関する事項を定め、事業所の専⾨相談員が、要介護状態（介護予防にあっては要⽀援状態）にある 
 ⾼齢者に対し、適正な福祉⽤具貸与及び介護予防福祉⽤具貸与を提供することを⽬的とする。 

 （事業の基本⽅針） 
 第２条 福祉⽤具貸与の提供に当たって、事業所の専⾨相談員は、要介護者の⼼⾝の特性を踏まえ  
     て、その有する能⼒に応じ⾃⽴した⽇常⽣活を営むことができるよう、利⽤者の⼼⾝の状 
 況、希望及びその置かれている環境等を踏まえた適切な福祉⽤具の選定、取付け、調整等を⾏い、福 
 祉⽤具を貸与することにより、利⽤者の⽇常⽣活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、 
 利⽤者を介護する者の負担の軽減を図るよう援助を⾏う。 
   ⼆ 介護予防福祉⽤具貸与の提供に当たって、事業所の専⾨相談員は、要⽀援者が可能な限りそ 
 の居宅において、⾃⽴した⽇常⽣活を営むことができるよう、要⽀援者の⼼⾝の状況、希望及びその 
 置かれている環境を踏まえた適切な福祉⽤具の選定の援助、取付け、調整等を⾏い、福祉⽤具を貸与 
 することにより、要⽀援者の⽣活機能の維持⼜は改善を図る。 
   三 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括⽀援センター、居宅介護⽀援事業者などの 
 地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとす 
 る。 

 （事業所の名称等） 
 第３条 事業を⾏う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 
  １ 名称   FIND 
  ２ 所在地  〒675-0017 兵庫県加古川市野⼝町良野686-15 

 （職員の職種、員数及び職務の内容） 
 第４条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。（介護予防の職員との兼 
 務） 
  １  管理者 １名（常勤職員、専⾨相談員と兼務）  
     管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を⼀元的に⾏うとともに、⾃らも福祉⽤具 
 貸与及び介護予防福祉⽤具貸与の提供に当たるものとする。 
  ２  専⾨相談員 ２名以上（常勤職員２名以上、うち１名は管理者と兼務） 
     専⾨相談員は、福祉⽤具貸与計画（介護予防福祉⽤具貸与計画）の作成・変更等を⾏い、福 
     祉⽤具貸与及び介護予防福祉⽤具貸与の提供に当たる。 

 （営業⽇及び営業時間） 
 第５条 事業所の営業⽇及び営業時間は、次のとおりとする。 
  １  営業⽇ ⽉曜⽇から⾦曜⽇までとする。ただし、国⺠の休⽇及び１２⽉２９⽇から１⽉３⽇ 
 までを除く。 
  ２  営業時間 午前９時から午後６時までとする。 

 （事業の提供⽅法） 
 第６条 福祉⽤具貸与及び介護予防福祉⽤具貸与の提供⽅法を次のとおりとする。 
  １  専⾨相談員が、利⽤者の状態に応じ、利⽤者の希望を聞きながら適切な福祉⽤具を選定す 
 る。 



  ２  専⾨相談員が、利⽤者の状態に応じ、納品時に福祉⽤具の取付け、調整等を⾏い、使⽤⽅法 
 の説明を⾏う。 
   ⼆ 取り扱う種⽬は、厚⽣労働⼤⾂の定める全種⽬とする。 
   三 福祉⽤具貸与及び介護予防福祉⽤具貸与を提供した場合の利⽤料の額は、別に定める料⾦表 
     に記載されている額とし、当該福祉⽤具貸与及び介護予防福祉⽤具貸与が法定代理受領サー 
 ビスであるときは、介護報酬告⽰上の額に各利⽤者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗 
 じた額とする。なお、レンタル料は⼀ヶ⽉単位とし、開始⽉と終了⽉の利⽤料は次の通りとする。 
     ① 契約の開始⽇がその⽉の１５⽇以前の場合は、⽉額レンタル料相当額 
       契約の開始⽇がその⽉の１６⽇以降の場合は、⽉額レンタル料の１ / ２相当額 
     ② 契約の終了⽇がその⽉の１５⽇以前の場合は、⽉額レンタル料の１ / ２相当額 
       契約の終了⽇がその⽉の１６⽇以降の場合は、⽉額レンタル料相当額 
     ③ レンタル契約の開始⽇と終了⽇が同⽉内の場合は、⽉額レンタル料相当額 
   四 第７条の通常の事業の実施地域を越えて⾏う福祉⽤具貸与及び介護予防福祉⽤具貸与に 
     要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点から、１キロメートルあたり５０円徴 
 収する。 
   五 搬⼊に特別な措置が必要な場合（クレーン⾞使⽤など）の費⽤は、その実費を徴収する。 
   六 前四・五項の費⽤の⽀払いを受ける場合には、利⽤者⼜はその家族に対して事前に⽂書で説 
 明をした上で、⽀払いに同意する旨の⽂書に署名（記名押印）を受けることとする。 
   七 事業所は、正当な理由なく福祉⽤具の提供を拒まない。 

 （通常の事業の実施地域） 
 第７条 通常の事業の実施地域は、加古川市、稲美町、播磨町、⾼砂市、三⽊市、⼩野市、明⽯市、 
     姫路市の区域とする。 
     ただし、三⽊市、⼩野市、明⽯市、姫路市については、下記の町域を通常の事業実施地域と 
 定める。   
  １  ⼩野市 
     来住町 下来住町 阿形町 久茂町 昭和町 
     河合⻄町 樫⼭町 池尻町 育が丘町 
     王⼦町 三和町 河合中町 ⼭⽥町 市場町 
     天神町 粟⽣町 住永町 ⾼⽥町 中町 
     垂井町 神明町 ⻄本町 ⻄脇町 新部町 
     旭町  ⼤島町 ⽚⼭町 下⼤部町 葉多町 
     旭新町 ⿊川町 ⽇吉町 ⻑尾町 万勝寺町 
     北丘町 浄⾕町 久保⽊町 ⾼⼭町 広渡町 
     ⿅野町 ⾼⽥町 喜多町 敷地町  上本町 
     ⿉⽥町 丸⼭町 ⽥園町 福甸町  本町 
     榊町   
  ２  明⽯市 
     ⼆⾒町 ⿂住町 ⼤久保町 
  ３  姫路市 
     別所町 的形町 ⽩浜町 四郷町 御国野町 
     花⽥町 ⽊場町 
  ４  三⽊市 
     別所町 志染町 宿原 福井 ⼤塚 岩宮 
     府内  跡部  芝町 加佐 平⽥ ⼤村 
     末広  久留美 ⾃由が丘本町 上ノ丸町 
     さつき台 本町 君が峰町 

 （事故発⽣の防⽌及び発⽣時の対応） 



 第８条 事業者は、事故の発⽣⼜はその再発を防⽌するため、次に掲げる措置を講じなければならな 
  い。 
  １  事故が発⽣した場合の対応、次号に規定する報告の⽅法等が記載された事故の発⽣の防⽌の 
 ための指針を整備すること。 
  ２  事故が発⽣した場合⼜はその危険性がある事態が⽣じた場合に、当該事実が事業所の管理者 
 に報告されるとともに、原因の分析の結果に基づき策定した改善策を従業者に周知徹底する体制を整 
 備すること。 
  ３  事故の発⽣の防⽌のための会議及び従業者に対する研修を定期的に⾏うこと。 
   ⼆ 事業者は、利⽤者に対するサービスの提供により事故が発⽣した場合は、速やかに県、市 
 町、当該利⽤者の家族等に連絡を⾏うとともに、必要な措置を講じなければならない。 
   三 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならな 
 い。 
   四 事業者は、利⽤者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発⽣した場合は、損害賠 
 償を速やかに⾏わなければならない。 

 （利益供与の禁⽌） 
 第９条 事業所及びその従業者は、居宅介護⽀援事業者、介護予防⽀援事業者⼜はその従業者等に対 
     し、利⽤者にサービスを利⽤させることの対償として、⾦品その他の財産上の利益を供与し 
 てはならない。 

 （暴⼒団等の影響の排除） 
 第１０条 事業所は、その運営について、暴⼒団等の⽀配を受けてはならない。 

 （⼈格の尊重） 
 第１１条 事業者は、当該事業を利⽤する利⽤者の意思及び⼈格を尊重し、常に利⽤者の⽴場に⽴っ 
      たサービスを提供する。 

 （秘密保持） 
 第１２条 事業所及びその従業者は、業務上知り得た利⽤者⼜はその家族の秘密を保持する。 
   ⼆ 従業者であった者に、業務上知り得た利⽤者⼜はその家族の秘密を保持させるため、従業者 
 でなくなった後においても、これらの秘密を保持する旨を従業者との雇⽤契約の内容とする。 
   三 サービス担当者会議等において、利⽤者⼜はその家族の個⼈情報を⽤いる場合は、利⽤者⼜ 
 はその家族の同意をあらかじめ⽂書で得ておくものとする。 

 （苦情処理） 
 第１３条 利⽤者やその家族からの苦情等に迅速かつ適切に対応するために、事業所に苦情受付窓⼝ 
 を設置する。苦情が⽣じた場合は、直ちに相⼿⽅に連絡を取り、詳しい事情を把握するとともに、従 
 業者全員で検討会議を⾏い、必ず具体的な対応を⾏う。また、苦情記録、その対応を台帳に保管し、 
 再発を防ぐ。 

 （研修による計画的な⼈材育成） 
 第１４条 事業者は、適切なサービスが提供できるよう従業者の業務体制を整備するとともに、 従 
 業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 
   ⼆ 前項の規定により、研修の実施計画を従業者の職務内容、経験等に応じて策定し、実施した 
 研修の記 録を保管するとともに、必要に応じて研修の内容の⾒直しを⾏うことにより、従業者の計 
 画的な育成に努めるものとする。 

 （その他運営についての留意事項） 
 第１５条 福祉⽤具の消毒及び保管については、次の事業者に委託する。 
  １  事業者 
     パラマウントケアサービス株式会社 



     東京都墨⽥区太平２丁⽬９番４号三洋ビル 
  ２  消毒施設 
     パラマウントケアサービス株式会社 神⼾センター 
     兵庫県神⼾市東灘区深江浜町118 
     TEL：078-453-3061 
     詳細は別添の資料参照 
 第１６条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社Chromaと事業所の管理 
 者との協議に基づいて定めるものとする。 

 附 則 
 この規程は、令和２年４⽉１⽇から施⾏する。 


